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Abstract: Today, housing in suburban area of cities are becoming deteriorated and their revitalization is an important issue. the purpose 

of this study is to clarify the obstacles for a fundamental solution to revitalization. We conducted literature survey and interview survey . 

after two survey, We conclude that there are differences in attitude from the country, the municipality and local residents.   

１．背景及び目的 

 高度経済成長期に，全国的に都市の郊外部へ戸建て主体

の大規模な郊外住宅団地が数多く形成された．しかしその

後の経済社会の停滞の中，急速な高齢世帯の増大及び空き

地・空き家の増加，交通・生活利便性の低下，地域間のつな

がりの衰弱，地域の変貌などの諸問題が顕在化した．このま

までは郊外住宅団地の維持が危ぶまれるに立ち入っている．

この“郊外住宅団地再生”問題はいまなおその抜本的な解決

法が築かれているとは言い難い． 

  本研究において，この問題の抜本的解決策の検討に資

するため，この問題への対応の困難性と原因を明らかする

ことを目的とする． 

２．研究方法 

 当研究においては第一に既存文献より現在解決に向けて

行われている取り組み（研究成果・事例紹介・提案等）を整

理してそこに潜む問題を探り出す． 

 第二に東京圏内のある団地を取り上げ，地域住民及び関

係市，国に対してヒアリング調査を行い，それぞれの問題認

識についての問題を明らかにする． 

これら２つの調査の結果を基に仮説的に郊外住宅団地再

生の抜本的解決法について考察する． 

以下Table 1 に調査の概要を示す． 

 

３．結果 

⑴文献調査 

 以下Table 2 に文献調査の結果を表す。 

 

文献調査より以下のことが浮かび上がった． 

a．郊外住宅団地再生の抜本的取り組みに関する文献は見い

だせなかった．そのための知識の積み上げが不十分である

ことがわかる．このことを背景に，現在国土交通省住宅局等

を事務局に，行政（42都道府県，17政令市，158市区町） 

民間企業（72団体）独立行政法人（2団体）の292団体（平

成30年1月現在）の情報交換の場として“住宅団地再生連

絡会議（平成29年1月設立）”が設けられている[１]． 

b．地域住民からの郊外住宅団地再生に関する情報の発信が

行われていない． 

c．内容は①施策の提案，②実施計画，③課題整理，④研究

成果，⑤事例報告，⑥その他など多岐にわたる． 

d．それぞれが組織の立場や研究の関心からのアプローチで

あり，国，自治体，地域住民，民間にわたっての全体的アプ

ローチが見られない．また当面のそれぞれの地域における

問題に対する方策に比重が置かれ，郊外住宅団地問題全体

を解決するための抜本的な視点が不十分であることが概観

される． 

１：日大理工 学部 まち ２：日大理工 教員 まち

令和元年度　日本大学理工学部　学術講演会予稿集

 406

F-80



Figure 1 Structure of Japanese residential suburb issue                                                                (This figure is original by authors) 

original 

⑵ ヒアリング調査 

 国，東京圏内のある市役所，左記の市内のある郊外住宅団

地へのヒアリング調査の結果をTable 3 に示す． 

 

ヒアリング調査より見て取れる点は以下の通りである． 

a．国は，国として郊外住宅団地再生問題を捉え，市役所は

市として問題を捉えている．つまり市は自分の管轄地域の

郊外住宅団地に共通する事柄のみを問題として捉えている． 

b．住民は自分の住む地域が快適に維持されることに関心を

持ち，生活が不便になったりすることが問題と捉えている． 

c．それぞれが話す際に多用する言葉により見て取れる問題

認識の違いによって今後の地域住民らが取り組みをする際

の隘路となる可能性があり得る． 

４．考察 

 今回の文献調査及びヒアリング調査より郊外住宅団地再

生には次のような取り組みが必要と考えることができる． 

⑴ 国，市町村，民間，住民団体の連携による具体団地での

検討 

郊外住宅団地再生に向けて，それぞれの主体が自分の役

割を切り出し担うのみでは対応が困難であると考えられる．

それぞれが積極的に協働し，実際の具体団地を対象に問題

に対する解決策を見いだすモデルの取り組みが必要である． 

⑵ 住民主体のまちづくりと行政施策の協働 

 空き地，空き家，高齢化などの住民での対応だけでは限界 

のある問題は行政が主導して解決策を提示する必要がある．

しかしまちの再生には地域の暮らしや生活といった住民の

共助・共同といった住民主体のまちづくりが必要不可欠で

ある．よってこの二つが協働することで郊外住宅再生の根

本的解決法を見いだせると考えられる． 

⑶ 地域住民の取り組みを支える措置 

 高齢化，少子化や住民の流出により力が弱まった地域に

おいては継続した取り組みに難点がある．そこで民間の活

力やノウハウを活かした“まちづくり会社”等の新たな主体

の導入や住民間の共助機能を活性化させる促進措置の検討

を行っていく必要がある． 

 最後に今回の調査によって見えてきた郊外住宅団地再生

における問題構造の概念図をFigure 1 に示す． 

５．今後への課題 

 今回は郊外住宅団地再生が遅々として進まない理由を探

し出すことを目的とした．しかし今回の調査においては全

体としての外郭を示すに留まり，今後文献調査の深掘やヒ

アリングの対象地域の拡大及び文章解析による立証性の強

化が必要である．更に考察で示した民間活力の必要性から

民間企業へのヒアリング調査も必要不可欠である．今後こ

れらの取り組みを踏まえ，抜本的な解決に向けた思案を作

成して行政，民間，地域住民との意見交換を進めていく予定

である． 
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